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天
平
十
年
駿

河
国
正
税
帳
の
防
人
数
と
東
国
方
言

福

田

良

輔

奈
良
時
代

の
古
代

日
本
語
が

、
現
在

の
本
州
東
部
方
言

と
本
州

西

部

方

言

と

の
方
言
境
界

線
と
ほ

ぼ
同
じ
線
で
、
古
代
東
部
方
一三口
、
す

な
わ
ち
東
国
方
言

と
大
和
地
方

の
言
語

を
中

心
と
す

る
古
代
西
部
方
言
と
方
言
的

に
対
立

し
て

い

た
事
は
、
周
知

の
事
実

で
あ
る
。
も

っ
と
も

、
そ

の
方
言
的
差
異

の
程
度

に

つ

い
て
は
、
人

に
よ
っ
て
違

い
が
あ
り

、
ま
た
精
細
に
明

ら
か
に
す
る
事

が
で
き

な
い
事
情
が

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
平
安
初
期

(文
徳

・
清
和

の
時
代

?
)

に
成

っ
た
も

の
と
推
定

さ
れ
て
い
る

『東
大
寺
調
調
文

稿
』
中

に

、

「
此
当
国

方
言

、
毛
人
方
言

、
飛
弾
方
言

、
東
国
方
言

、
仮
令
対
飛
弾
人
而
令
聞
飛
弾

、

詞
而
説
云
」
と

あ
る
。
こ
れ
か
ら
推
す
と
、
毛
人
方
言
と

は
蝦
夷
族

の
言
語
国

東
国

方
言
は

、
万
葉

集
中

の
防
人

の
歌

や
東
歌
や
常
陸
風
土
記

の
歌
謡

な
ど

の

土
台
と
な
っ
た
東
人

の
言
語

、
す
な
わ
ち
古
代
東
部
方
言

に
当

る

も

の
と

思

挟

禦

・
な
お
・
こ
れ
ら

の
歌
が
・
そ
の
当
時

の
東
国
方
言

の
実

態

そ
の
も

の
を
表

わ
し
て

い
る
か
ど
う
か
は
、
更

め
て
老
え
る
こ
と
に

す

る
。
飛

弾

方

言
を
飛
弾
国
詞
と
も
呼
ん
で
、
飛
弾
人

に
は
飛
弾
国
詞
で
説

け

と

い

っ
て

い

る
の
は

、
飛
弾
国
内

で
行

わ
れ
て
い
た
言
語
が
著

し
い
方
言
的
性

質

を

有

し

て
い
た
事

を
意
味
す

る
も

の
と
思

わ
れ
る
。
し
か
る
に

『
東
大
寺
調
揺
文
稿
』

の

筆

者

が
、

「
此
当
国
方
言

」
と
述
べ
て

い
る

の
に
、
畿
内
以
西

の
西
部
古

代
語

に

つ
い
て
全
く
述
べ
て
い
な

い
事

は
、
当
時

の
西
部
地
域

の
古
代

日
本
語

の
閲

に
は
、
著
し

い
方
言
的
差
異

が
存
在

し
て

い
な
か
っ
た
事
に
基
づ
く
も

の

と
思

わ
れ
る
。
事
実

、
古
代
西
部
方
言

に
属
す

る
地
域
の
当
時

の
風
土
記
及

び

そ

の
逸
文
等
に
徴
す
る
に
、
西
部
地
域

の
古
代

日
本
語

に
は
大
和
地
方

の
古
代

語

と
著

し
い
方
言
的
差
異
ー
少

な
く
と
も
、
東
国
方
言
と
大
和
地
方

の
古
代
語

と

の
問

に
貝
ら

れ
る
よ
う
な
著
し

い
方
言
的
差
異
ー
は
見
出

さ
れ
な

い
の
で
あ

る
。巻

二
十
の
防
人
歌
九
三
首
中

、
作
者
名
不
明

の
歌
は
、
(
「
昔
年
防
人
歌
」
八

首

、
「
昔
年
相
替
防
人
歌

二

首
)
九
首

、
作
者
名
明
ら

か
な
歌

は
八

四
首

で
あ

る
。
こ
の
八
四
首
中

、
常
陸

の
防
人

、
茨
城
郡
若
舎
人
部
広
足
、
信
太
郡
物
部

道
足
、
那
珂

郡
上
丁
大
舎
人
部
千
文

の
三
人
は

楢
人
で
各

二
首
、
上
総
に
は
日
下

部
使
主
三
中
之
父

の
歌

、

一
首
、
武
蔵

に
は
上
丁
那
珂
郡
檜
前

舎
人
石
前
之
妻

大
伴
真
足
女
、
主
帳
荏
原
郡
物
部
歳
徳
妻
椋
椅
部

刀
自
売
、
豊
島
郡
上
丁
椋
椅
部

荒
虫
之
妻
宇
遅
部
黒
女

、
橘
樹
郡
上
丁
物
部
真
根
妻
椋
椅
部
弟
女
、
都
築
郡
上

丁
服
部
於
田
妻
服
部
砦
女

、
埼
玉
郡

上
丁
藤
原
部
等
母
麿
妻
物
部
刀
自
売
等

の



防
人

の
妻
六
人

の
歌

各

一
首
が
採
録
さ
れ

て
い
る
。
宇
遅
部
黒
女

の
夫
椋
椅
部

荒
虫

の
歌
が
採
録

さ
れ
て

い
な
い
。
ま
た

、
荏
原
郡
上
丁
物
部
広
足
だ
け
そ

の

妻

の
歌
が
見
え
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
そ
の
夫
や
妻

の
歌
が

「
但
拙
劣
歌
者
不
取

載
之
」

の
理
由

に
よ

っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
不
明
で
あ
る
。
と
も

か
く

、
武
蔵

国

で
は
、
採
録
さ
れ
た
他

の
防
人

は
そ
の
妻

の
歌
も
共

に
採
録
さ
れ

て
い
る
の

は
、
何

か
理
由
が
あ
り

そ
う
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て

、

一
人

で
二
首
採
録
さ
れ

た
防
人

が
三
人
あ
り

、
防
人

の
父

の
歌
が

一
首

、
防
人

の
妻
六
人

の
歌

が
各

一

首

あ
る
の
で
、
防
人

の
作
者
は
七
四
人
で
あ
る
。

と

こ
ろ
で
、
駿
河
国
正
税

帳

(大

日
本
古
文
書
第

ご
巻

、

一
一
三
頁

)
に
、

天
平
十
年
に
駿
河
国
を
通
過
し
て
本
郷

に
帰
還
し
て
行

っ
た
旧
防
人

の
数
が

、

伊
豆

二
二
人

。
甲
斐
三
九
人

・
相
模

二
三
〇
人

・
安
房
三
三
人

・
上
総

ご
二
一二

人

・
下
総

二
七
〇
人

・
常
陸

二
六
五
人

、
計

一
〇
八

二
人
と
あ
る
。
岸
俊
男

氏

は
、
こ
の
事
と

、
続
紀

の
和
銅
六
年
防
人
十
月

二
八
日
、
天
平

ご
年
九
月
己
卯

条
、
天
平
力
年
カ
月
二
二
日
、
及
び
正
倉
院
文
書
に
見
え
る
天
平
十
年

の
筑
後

・

周
防

の
正
税
帳

に
見
え
る
防
人

に
関
す
る
記
事

と
万
葉
集

に
鼻
え
る
防
人

の
出

身
国

に
基
づ

い
た
考
証

の
結
果
、
駿
河
国
正
税

帳
に
記
さ
れ

な
い
東
山
道

の
信

濃

.
上
野

.下
野

・
武
蔵
の
四
国
と
東
海
道
の
遠
江

・
駿
河
の
二
国

、
計
六
国

の

防
人
が
東
国
防
人
の
申

に
含
ま
れ
る
の
で
、
駿
河
国
正
税
帳

に
記
さ
れ
た
東
国

六
国

の
防
人
数
と
ほ
ぼ
同
数

の
東
国
防
人

が
あ
っ
た
と
推
定
し
、
さ
ら
に
天
平

十
年

の
周
防
国
正
税
帳

の
記
事
を
勘
合
し
て

、
東
国
防
人

の
総
数
は
約

二
三
〇

(
-

)

○
人
と
推
定
し
て
い
る
。
ほ

ぼ
当
を
得

た
数
と
思
わ
れ

る
が
、
「
伊
豆
国
弐
拾

弐

人

、
甲
斐

国
参
拾
玖
人

、
相
模

国
弐
伯
参
拾
人

、
安
房
国
参
拾
参
人
、
上
総
国

弐
伯
弐
拾
参
人

、
下
総
国
弐
伯
漆
拾
人

、
常
陸
国
弐
伯

陸
拾
伍
人

、
合
壱
肝
捌

拾
拾
弐
人

」
と

あ
る
記
事
と
、
前

述
の
本
郷
帰
還
の
東
国
防
人
の
推

定
総
数
約

二
千
三
百
人

と
か
ら
推
定
し
て
、
万
葉
集
東
国
防
人

の
例
か
ら
推
し
て
、
別

に

東
山
道
に
属
す
る
信
濃

・
上
野

・
下
野

・
武
蔵
の
四
国
と

、
東
海
道

で
も
前
記

の
駿
河
国
正
税
帳

に
は
当
然
記

さ
れ
る
は
ず

の
な
い
遠
江

・
駿
河
両
国

の
防
人

は
、
合
わ
せ
て
約
千
人
が
あ
っ
た
と
推
定

し
て
い
る
。
門
外

漢
の
私
が
臆
測
を
試

み
る
事
を
許
し
て
も
ら
え
ば
、
次

の
よ
う
な
推
測
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
通
説

に
よ
れ
ば
東
国
防
人

は
三
年
交
替
、
毎
年
千
人
交
替
し
徴
集
期
聞
は
三
年

で
あ

り

、
し
た
が
っ
て
三
千
人

が
筑
紫

に
派
遣
さ
れ

て
い
る
。
前

記
の
続
紀
天
平
九

年

九
月

の
記
事
が
実
行

さ
れ

、
東

国
の
本
郷

に
帰
還
し
た
防
人
総
数
は

、
岸
氏



の
推
定

で
は
約
二
千
三
百
入
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
筑
紫

に
派
遣
さ
東
た
防
人

中

に
は

、
そ
の
ま
ま
筑
紫

に
土
着

し
た
防
人
が
あ

っ
た
形
跡

も
あ
り
、
逃

亡
し

た
防
人
も
あ
っ
た
の
で
あ
り

、
不
幸
筑

紫
で
病
死

し
た
防
人
も

あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
殊

に
続
紀

に
よ
れ
ば
、
天
平
七
年
八
月

に
は
大
宰
管
内
諸
国
に
臆
疫
死

す
る
者
が
多
く

、
疫
瘡
が
狙
猟
を
極

め
、
税

を

免

じ
た
ほ
ど
で
あ
り

、
同
七

年
冬

、
同
九
年

四
月

に
も
瘡
が
大
流
行
し
て
多
く

の
死
者
を
出
し
、
田
租
を
免

(3
)

じ
医
薬
や
食
を
給

し
て
救
済

に
努

め
て
い
る
。
天
平
八
年

の
遣
新
羅
使

一
行

の

中

に
も
大
使
を
は
じ

め
死
者
を
出

し
、
副
使
も
病

の
伝
染
を
恐
れ
て
入
京
を
止

め
ら
れ
て
い
る
。
東
国
防
人
中

に
も
天
平
七
年
八
月
か
ら
天
平
力
年
四
月

の
閥

に
猶
瓶
を
極

め
た
悪
疫
流
行

の
た
め
に
異
郷

の
筑
紫
の
土
と
化
し
た
多
く

の
防

人

を
出

し
た
事
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事

情
の
た

め
に
、
天
平

十
年
本
郷

に
帰
還
し
た
前

記
の
二
千
三
百
入

は
、
任
期
三
年

、
毎
年
千
入
交
替

で
筑
紫

に
派
遣
き
れ
て
い
た
ほ

ぼ
三
千
人

の
東
国
防
人
が
、
激
減
し
て

二
千

三

百
人
と
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
更

に
臆
測
を
逞
し
う
す
れ
ば

、
天
平
七

年
か
ら
九
年
に
及
ぶ
疫
瘡

・
鬼
病
大
流
行

に
よ
る
大
宰
管
内

の
東
国
防
人

の
死

者
続
出
が

、
東
国

防
入
停
止

の
原
因
の

一
つ
で
あ
っ
た
と
も
老
え
ら
れ

る
。

=

 

天
平
十
年
駿
河
国
正
税
帳

の
旧
防
人
中

、
万
葉
集
巻
二
十
中

の
防
人
歌
に
見

え
る
国
及
び
防
人
数

は
、
相
模

二
一二
〇
人

、
上
総

ご
五
六
人

(
安
房
三
三
人

を

介
算
す

る
)
、
下
総
こ
七
〇
人

、
常

陸
二
六
五
人

、
合
計

四
国

一
〇

一二

人

で

あ
る
。
か
り

に
、
前

の
推
定

に
基
づ

い
て

、
本
国
出
発
の
東
国
防
人

の
毎
年
の

総
数
千
人
、
任
地
筑
紫

に
お
け
る
東
国
防
入
総
数
三
千
人
を
原
則
と
し
て

、
推

定
を
試
み
る
事

に
す
る
。
と
す
る
と

、
相
模

二
三
〇
人

、
上
総

二
五
六
人

、
下

総

二
七
〇
人

、
常
陸

ご
六
五
人
は

、
三
年
間

に
徴
集
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ

の
国
の

防
人
が
、
支
障
な
く
本
郷

に
帰
還
す
る
事

が
で
き
た
実
人
員
と

一
往
臭
る

こ
と

が

で
き
る
。
そ
れ
は

、
原
則
と
し
て
三
千
人
帰
還
す
べ
き
東
国
防
人

が
、
前

に

述
べ
た
事
情

に
よ
り
実
際

に
帰
還
す
る
こ
と
が
で
き
た
二
千
三
百
人
中

に
含
ま

れ
る
四
国
防
人
の
帰
還
実
数

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
三
千
人
全
部
が
無
事
帰

還
で
き
た
と
す
れ
ば

、
四
国
そ
れ
ぞ
れ

の
帰
還
実
数

に
二
三
〇
〇
分
の
三
〇
〇

〇
を
乗
じ
た
数
と
な
る
。
こ

の
よ
う

に
し
て
得

ら
れ
た
四
国

の
防
人
数
は

、
三

年
間

に
徴
集
さ
れ
た
防
人
数

で
あ
る

の
で

、
四
国
が
毎
年
徴

集
さ
れ
る
防
人
数

は
、
そ
の
三
分

の

一
と
な
る
。
か
く
て
得

ら
れ
た
四
国
の
毎
年

の
防
人

の
徴
集

数
は

、
相
模

一
○
○
人

、
上
総

一
一
一
人
、
下
総

一
一
七
人

、
常
陸

一
一
四
人

と
な
る
。
こ
れ
ら
の
数

は
ど

こ
ま

で
も
推
定
数

で
あ
り
、
平
均
数

で
あ
る
の
で

、

事
実
と
の
聞

に
は
誤
差
が
あ
る
事

は

い

う

ま
で
も
な
い
が

、
四
国

か
ら
毎
年

徴
集
さ
れ
た
防
人
数

の
概
算
数
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
よ
う
。
し
か
る
に
、
天

平
勝
宝
七
年

ご
月

の
こ
れ
ら
四
国

の
進
歌
数
は

、
相
模
八

、
上
総

一
九
、
下
総

二
ご
、
常
陸

一
七
で
あ
る
。
ま
た
、
遠
江
以
下
十
国

の
採
録
歌
数
八
四
に
対

し

防
人

の

作

者

七
四

人

、
防
人
外
の
作
者
七
人

で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
,遠

江
以
下
十
国

の
進
歌
数

一
六
六
よ
り
も
進
歌

し
た
防
人
の
数

は
幾
分
減
少
し
、

採
録
歌
数
と
防
人
数
と
の
比
率
を
適
用
す
れ
ば

、
進
歌
数

一
六
六

に
対
し
、
防

人
数

一
五
〇
と
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
四
国

の
進
歌
数
よ
り
進
歌

し
た
防
人
数

は
幾
分
減
少
す

る
事
と
な
ろ
う
が

、
そ
の
誤
差

は
少
な
い
の
で
、
歌
を
進
上
し

江
防
人
数
を
最
大
限

に
舅
積

っ
て
、

州
往
進
歌
数

を
歌
を
進
上
し
た
防
人
歌
数

と
同
じ
数
と
し
て
計
算
す
る
。
そ
れ

に
し
て
も
、
相
模
は
防
人

一
〇
〇
人
中
八

人

、
上
総
は

一
一
一
人
中

一
九
入

、
下
総
は

一
一
七
人
中

ご
二
人
、
常
陸
は

一

一
四
人
中

一
七
人
と
な
る
。
し
た
が
っ
て

、
徴
集
さ
れ
た
防
人
と
歌

を
進
上
し



た
防
人
と
の
比
率
は

、
最

も
高
率

の
下
総
で
20
%
、
最
も
低
率

の
相
模

は
8
%

で
あ
り

、
四
国

の
平
均
率
は
14
%
弱

に
過
ぎ
な
い
。
採
録
歌

に
至

っ
て
は
、
相

摸
三

、
上
総

一
二
、
常

陸
七
、
下
総
七

で
、
最
高
率

の
上
総
で
さ
え
10
%
強

、

最
氏
率
の
相
模

は
僅
か
3
易
で
あ
り

、
四
国
の
平
均
率

は
隠
%
強

に

過

ぎ
な

い
。徴

集
さ
れ
た
防
人
中
歌
を
進
上
し
た
防
人
は
僅
か
に
14
%

で
あ
る
。
こ
の
事

は

、
徴
集
さ
れ
た
防
入

は
す
べ
て
歌
を
進
上
し
た
と
す
る
説

、
及
び
そ
の
理
由

を
説
く
説
を
否
定
す
る
。
し
た
が

っ
て

、
各
国

の
防
人
が
す
べ
て
歌
を
進
上
し

そ
の
中
拙
劣
歌
"'8
除
い
た
歌
が

、
巻

二
十
の
東
国
諸
国
の
防
人
歌
と

し
て
採
録

さ
れ

、
万
葉

渠
に
記
載
さ
れ
た
と
す
る
説
も
成
り
立
た
な
い
事
は

い
う
ま

で
も

な
い
。

と
こ
ろ
で
、
採
録
さ
れ
た
防
人
歌

の
左
注
に
は
作
者

の
氏
名
及
び
地
位

・
身

分
が
記

さ
れ
て

い
る
。
そ
の
う
ち

、
防
人
と
し
て

の
地
位

を
表

わ
す
も
の
を
次

に
示
す
。

遠
江

国
造
丁
長
下
郡
物
部
秋
持

・

主
張
丁
麓
玉

郡
若
倭
部
身
麻
呂

・

防
人
山
名
郡
丈
部
真
麻
呂

。

は
防
人
を
省
略
し
た
も

の

と
思
わ
れ

る
。

相
模

助
丁
丈
部
造
人
麻
呂

・

足
下
郡
上
丁
丹
比
部
国
人

・

鎌
倉
郡

上
丁
丸
子
連
多
麻
呂

駿
河
!

上
丁
有

度

部

半
麻
呂

・

助

丁

生

部

道

.

σ

は
氏
名
だ
け
。

上
総
-

国
造

丁
日
下
部
使
主

三
中

・

助
丁
刑
部
檀
三
野

.

主
帳
丁
若

麻
続
部
諸
人

・

望
陀
郡
上
丁
玉
作
部
国
忍

・

天
羽
郡
上
丁
丈
部

鳥

・

朝
夷
郡
上
丁
丸

子
連
大
歳

・

長
狭
郡

上
丁
丈
部
与
呂
麻
呂

・

武
射
郡
上
丁
丈
部
山
代

・

山

辺
郡
上
丁
物
部
乎
刀
良

・

市

原
郡
上
丁
刑
部
直
千
国

・

種

濫
郡
上

丁
物
部
竜

・

長
柄
郡
上
丁

・
続
部
羊

常

陸
ー
-

は
地
位
を
表
わ
す
語
を
欠
く
。

ご
首
那
賀
郡

上
丁
大
舎

人
部
千
文

・

助
丁
占
部
広
方

・

「♪
位
を
表

わ
す
語

を
欠
く
。

下
野
r

火
長
今
奉
部
与
曽
布

・

火
長
大
田
部
荒
耳

・

火
長
物
部
真
島

・

寒
川
郡
上
丁
川
上
臣
老

・

都
賀
郡
上
丁
申
臣
部
足
国

・

足

利
郡
上
丁
大
舎
人
部
禰
麻
呂

・

梁
田
郡
上
丁
大
田
部
三
成

・

河

内
郡
上

丁
神
麻
続
部
島
麻
呂

・

那
須
郡
上
丁
大
伴
部
広
成

・

塩

屋
郡

上
丁
丈
部
足
人

下
総

ー
助

丁
海
上
郡
海

上
国
造
他
田
目
奉
直
得
大

理

・

ー
地
位
を
表
わ
す
語
を
欠
く
。

信
濃
…

国
造
小
県
郡
他

田
舎
人
大
島

・

主
張
埴
科
郡
神
部
人
子
忍
男

.

は
地
位
を
表
わ
す
語
を
欠
く
。

上
野
ー

助
丁
上
毛
野
牛
甘

・

は
地
位
を
表

わ
す
語

を
欠
く
。

武
蔵
1

(上
丁
那
珂
郡
檜
前
舎
人
石
前

之
妻
)

.

助
丁
秩
父
郡
大
伴
部

少
歳
・

主
張
荏
原
郡
物
部
歳
徳

・
(

懸

の
妻
・

豊
暴

上



丁
椋
椅
部
荒
虫
之
妻
)
・

荏
原
郡
上
丁
物
部
広
足
・

藩

郡
上

丁
物
部
真
根

・
(

覆

妻
)
・

都
築
郡
上
丁
服
部
於
甲

(

服
部
妻
)
・

玉
郡
上
丁
簾

馨

露

呂
・

等
母
麿

妻
)

右
の
作
者

に
は

、
国

造

・
国
造
丁

・
助
丁

・
主
帳
丁

・
帳
丁

・
主
帳

・
火
長

・
上
丁

・
防
人
等

の
身
分

上
の
地
位
が
記
さ
れ
た
も

の
が
大
部
分

で
あ
る
が

、

中

に
は
少
数
な
が
ら
何
ら
身
分

が
記
さ
れ

て
な
い
も

の
も
あ
る
。
こ
れ
ら

の
身

分

に

つ
い
て
は

、
岸
俊
男
氏

の
論
考
が
最
も
当
を
得
て

い
る
と
思
う

の
で
、
こ

こ
に
恩
借
す
る
。
即
ち
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
各
国

に
お
け
る
防
人
集
団
の
編
成

組
織
を
示
す
も

の
で
、
上
総
国

の
そ
れ
に
は
典
型
な
編
成

組
織
が
示
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
は
、
令
義
解

の
養
老
軍
防
令

の
軍
団
組
織
の
大
毅

・
小
毅

・
主
張

に
準
し
た
組
織
で
あ
る
と
共
に
、

「
面
大
化
前

代
に
お
け

る
国
造
軍
の
組
織
形

態
が
残
存
し
て
お
り

、
そ
こ
に
、
ま
た
東
国
地
方
の
政
治

的

・
社
会
的
後
進
性

が
認

め
ら
れ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
東
国
各
国

の
防
人
集
団
の

組
織
で
あ
る
、
国
造
丁

(国
造

)
i
助
丁
ー
主
帳
丁

(帳
丁

・
主
帳
)
ー

(
火

長
)
i

上
丁

(
防
人
)

に
お
け

る
国
造
丁

・
助
丁

・
主
帳
丁

の
関
係
は
、
軍
団

に
お
け
る
大
毅

・
少
毅

・
主
帳

、
及
び
郡
司
に
お
け
る
大
領

・
少
領

・
主
帳
の

(
4

)

関
係

に
相
当
す
る
と
述
べ
、
従
来

の
諸
説
を
否
定
さ
れ
て

い
る
。
筆
者
は
妥
当

な
卓

見
と
し
て
、
こ
の
説

に
従
う
。
即
ち
、
各
国

の
防
人
集
団

の
長
が
国
造
丁

で
あ
り

、
主
帳
丁
は
国
造
丁

に
副
う
次
官
で
あ
り

、
主
帳
丁

は
そ
の
国

の
防
人

集
団

に
関

す
る
記
録
や
会
計
を
司
る
者
で
あ
る
。
国
造
丁
は
国
造
と
も
記
さ
れ

て
い
る
が

、
国
造
乃
至
国
造

の
代
理
者
と
解
す
る
説
に
従
う

べ
き

で
、
丁

は
二

〇
才

か
ら
六
〇
才
ま
で
の
男

で
あ
る
事
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
火
長
は
兵
士

一

〇
人

の
長
で
あ
る
。

そ
こ
で

、
前

に
推
定
し
た
相
模

・
上
総

・
下
総

・
常
陸
の
四
国
か
ら
毎
年
徴

集
さ
れ
る
防
人
数

、
相
模

一
O
O

、
上
総

一
一
一
、
下
総

一
一
七

、
常
陸

一
一

四
を
再
び
採
り
上
げ
る
事

に
す
る

(
万
葉

集
巻

二
十

に
見
え
る
諸
国

の
防
人
歌

中

、
天
平
十
年
駿
河
国
通
過
の
防
人
数
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
右
の
四
国

で

あ
る
か
ら

、
比
較
す
る
事
が
で
き
な
い
)
。
国
造
丁

・
助
丁

・
主
帳
丁

が
各
国

の
防
人
集
国

の
統
率
者
乃
至
幹
部
で
あ
る
事
は
す
で
に
述

べ
た
。
し
か
る
に
、

万
葉
集
巻
二
十

に
お
け
る
右
四
国

の
進
上
歌
数

は
、
相
模

八
、
上
総

一
九

、
下

総

二
二
、
常

陸

一
七

、
防
人

の
み
の
採
録
歌
数

は
、
相
模

一
、
上
総

一
ニ
、
下

総

一
一
、
常

陸
七

、
計
三
三
首

で
あ
る
。
そ
の
採
録
歌
中

、
国
造
丁

・
助
丁

・

主
帳
丁
以
上
の
歌
は

、
相
模

一
、
上
総
三

、
下
総

一
、
常

陸

一
、
計
六
首
で
あ

る
。
相
模

・
下
総

・
常

陸
の
三
国
は

、
国
造
丁

・
主
帳
丁
の
歌
を
欠
き

、
上
総

だ
け
が
国
造
丁

・
助
丁

・
主
帳
丁

の
い
ず
れ

の
歌
も
鼻
え
て
い
る
。
歌

を
欠
く

の
は
、
拙
劣
歌

の
た
め
載

せ
ら
れ

な
か
っ
た

の
か

、
ま

た
は
他
の
理
由
に
基
づ

く

か
明
ら
か
に
す
る
事
が
で
き
な
い
が

、
四
国
の
国
造
丁

・
助
丁

・
主
帳
丁
が

い
ず
れ
も

「
首
ず

つ
進

上
し
、
採
録
さ
れ
た
と
仮

定
す
れ
ば

、

一
二
首

が
記
載

.

さ
れ

て
い
る
事

に
な
る
。
と

こ
ろ
が
、
そ
の
半
数

の
六
首
が
記
載

さ

れ

て

い

る
。

つ
ま
り

、
国
造
丁

・
助
丁

・
主
帳
丁

に
お

い
て
は
、
五
割
が
採
録
さ
れ
て

い
る
。
な
お
、
常
陸

で
は
国

造
丁

日
下
部
使

主
三
中

の
父
の
歌

が

一
首
採
録
さ

れ

て
い
る
の
で
、

一
三
首
中
七
首
が
国

の
防
人

集
団

の
統
率
者
及

び

そ

の

近

親

・
幹
部

の
作
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

咽
般
防
人

の
歌
は
、
相
模

二
、
上
総

六

、
下
総

一
、
常
陸
六
と
な
り

、
前

に
推
定
し
た
四
国

の
毎
年

の
防
人
徴

集
数

と

の
概
算

比
率
は
相
模
2
%
、
上
総
8
%
、
下
総

10
%
、
常
陸

臥
%

、
平
均
比

率
6
%
、
四
国

の
国
造
丁

・
助
丁

・
主
張
丁

の
平
均
比
率
50
%
と
比
較
し
て
格

段
の
相
違

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
造
丁

・
助
丁

・
主
帳
丁
等
の
防
人
集
団
の



統
率

・
幹
部
階
級

に
対

し
て
、

一
般
防
人

の
歌
は

噌
○
人

に

一
人
の
割
合

で
採

録

さ
れ
て
い
る
。
更

に
四
国

の
統
率

・
幹
部
階
級
を

↓
ご
人
と
し
た
仮
設

に
従

い
、
四
国
の
防
人
数

の
合
計
四
四
二
人
か
ら

一
二
人

を
減
じ
た
四
三
二
人
中

、

一
般
防
人

の
採
録
さ
れ
た
歌
の
総
数

二
七
を
除
す
る
と
、

一
般
防
人

の
歌
は
⑥

%
強
が
採
録

さ
れ
た
事
に
な
る
。
そ

こ
で
、
考

え
ら

れ
る
事

は
、
か
り
に
拙
劣

歌

の
た
め
に
統
率
階
級
が
進
上
し
た
歌
の
中

に
も
採
録
さ
れ
な
か

っ
た
も
の
が

あ
る
に
し

て
も

、
前

に
述
べ
た
よ
う
に
進
上
し
た

一
般
防
人
数
は

、
総
人
員
数

の
6
%
し
か
進
上
し
な
か
っ
た

、
つ
ま
り

、
百
人
中
九
四
人
ま
で
は
、
進
上
し

な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
理
由

は
ど
こ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
遠
江
以
下
十

国

の
進
上
歌
数

一
六
六
首
中
約
半
数

の
八

二
首
が
、
す

べ
て
拙
劣
歌

で
あ
る
た

め
採
録
さ
れ
な
か

っ
た
事

を
考
慮
す
る
と
、
作
歌
能
力

に
欠
け

て
い
た
事

に
因

ろ
う
。
で
は
、
ど

の
よ
う
な
作
歌
能
力
に
欠
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
拙
劣

歌

の
意
味
内
容

に
つ
い

て
は
、
表
現
技
術
が
拙
劣

で
あ

っ
た
、
採
否
を
決
定
し

た
大
伴
家
持
が
個
人
的
詩
歌

.
芸
術
的
詩
歌

で
あ
る
事
を
採
否

の
根
本
基
準
と

し
た
と
解
す
る
説
も

あ
る
が

、

一
般
防
人

は
極

め
て
少
数

の
者
i

6
%

の
防
人

1
を
除

い
て
、
満
足
に
大
和
地
方

の
中
央
語

を
話
す

こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
事

が
主
た
る
理
由
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
再

び

『
東
大
寺
調
揺
文
稿
』
中

の

「
此
当
国
方
一三口
、
毛
人
方
一三口
、

飛
弾

方
言

、
東
国
方
言
。
仮
令
対
飛
弾
人

而
令
聞
飛
弾
国
詞
而
説
云
」
と

い
う

記
事

に
留
意
し
よ
う
。
飛
弾
国
内

の

一
般
庶
民
に
は

、
大
和

地
方
を
中
心
と
す

る
古
代
西
部
方
言

が
理
解

で
き
な
か

っ
た
飛
弾
国

の
方
言
状
態
を
具
体
的

に
述

べ
て
い
る
と
共

に
、
飛
弾
国
内
の
方
言
状
態
と
同
じ
く

、
東
国
地
方

に
お
け
る

諸
国

の

↓
般
庶
民

に
は
、
中
央
語
系

の
古
代
西
部
方
言
が
理
解

で
き
な
い
ほ
ど

の
著

し
い
方
言
的
差
異
が

、
東
国
方
言

と
中
央
語

系
の
古
代
西
部
方
言

と
の
間

に
存
在
し

て
い
た
事

を
述
べ

て
い
る
事
は
疑
え
な
い
。
と

こ
ろ
で
、
東
国
諸
国

の
ほ
と
ん
ど
の
防
人
は

、
後

進
的
地
方
で
あ
る
東
国
諸
国

の
庶

民

出

身

で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、
東
国
出
身

の

『
般

の
防
人

は
、
飛
弾
国

の
庶
民
と
同
じ
く

ほ
と
ん
ど
の
防
人
が
、
中
央
語
系
の
古
代
西
部
方
言
で
作
歌
す
る
事
が
で
き
る

ま
で
に
、
中
央
語

系
の
古
代
語
西
部
方
言

に
習
熟
し

て
い
た
と
は
、
到
底
考
え

ら
れ
な
い
事
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
大
伴
家
持
が

「
拙
劣
歌
」
と
し
て
採
録
し

な
か

っ
た
歌
は
、
歌
意

の
理
解
が
困
難
で
あ
る
ま
で
に
、
東
国
方
言
的
要
素

で

表
現
さ
れ

て
い
た
事
が
、
主
た
る
理
由
と
解
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

し

た

が

っ

て
、
採
録

さ
れ
た
防
人

歌
は
、
当
時
東
国
諸
国

で
行
わ
れ

て
い
た
生

(
な
ま
)

の
東
国
方
言

そ
の
も

の
と
は
い
い
難
く

、
中
央
語

系
の
古
代
西
部
方
言

に
よ
っ

て
あ
る
程
度
潤
色
さ
れ
た
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
事

が
考
え
ら

れ

る

。
そ

れ

故

、
大
和
地
方

の
古
代
西
部
方
言
と
比
較
し

て
相
違
す

る
東
国
方
言

の
す

べ
て

の
方
言
的
現
象

が
忠
実
に
記
録

さ
れ

て
い
る
と
は
い
い
難
く
、
大
和
地
方
の
中

央
人
に
著

し
い
方
言
現
象

と
し

て
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
方
言
現
象
が
記
録
さ

れ
る
よ
う
な
事
が
あ

っ
た
事
が
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
助
動
詞

(
も
し
く

は
接
尾
語

）
「
る
」
「り
」
が
四
段
活
動
詞

に
付
く
に
は

、
中
央
語
系

の
古
代
語

で
は

工
列
音

(相
当
)
か
ら
付
く
が

、
東
国
の
上
総

。
下
総

・
常
陸

・
上
野

・

下
野

の
諸
国
で
は

ア
列
音
か
ら
付

い
た
例
が
か
な
り
舅
え

て
い
る
。
ま
た
、
四

段
活
動
詞
が
体
言

に
は
、
中
央
語
系
で
は
ウ
列
音
か
ら
付
く

が

、
東

国

の

上

総

.
下
総

・
上
野

・
武
蔵

・
相
模
で
は
オ
列
音

(
相
当
)
の
例
が
か
な
り
見

え

て
い
る
。

つ
ま
り

、
こ
の
著
し
い
二

つ
の
語
法
現
象

は
、
東
国
地
方

で
も
現
在

の
中
部
地
方

の
遠
江

・
駿
河

・
信
濃

の
諸
国

に
は
現

わ
れ
な
い
で
、
関
東
地
方



に
属
す
る
、
い
わ
ば
当
時
の
東
国
中

の
東
国

の
諸
国

に
限
ら
れ
た

現

象

で

あ

る
。
す
な
わ
ち

、
東
国
地
方

の
諸
国
中
現
在

の
関
東
地
方

に
属
す
る
諸
国
に
現

ハ、
れ
る
著
し
い
方
言
現
象
と
し

て
、
中
央

の
都
入
士

に
強
く
印
象
づ

け
ら
れ

て

い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
同
じ
東
国

地
方

で
も
現
在
の
中
部
地
方
に
属

す

る
駿
河
で
は
、

o
V
・e
、
6
>

e
、
6
V

・e
の
よ

う

な

多

く
の
事
例
が
あ

り

、

二
列

音
が
オ
列
音

に
な
る
・e
∀

o
の
事
例
も

一
例
現

わ
れ

て
い
る
。

こ
れ

・、」
同
じ
事
例
が
遠
江
で
も
駿
河
に
近
い
山
名
郡
に

o
∀
・e

一
例
、
佐

野

郡

に

・e
∀
6

一
例

、
信
濃

に

e
∀
6

一
例
が
見

え
て
い
る
。
こ
の
頃
浅
界
徹
氏
な
ど

は
、
駿
河
の

こ
の
著
し

い
方
言
現
象
及
び
現
在

の
関
東
地
方
の
東
国
諸
国

に
限

へ
・
現

わ
れ

て
い
る
前
述

の
著
し
い
二

つ
の
方
言
現
象

を
、
当
時
の
各
地
方
乃
至

地
域
に
お
け
る
方
言
現
象

の
事
実

の
ま
ま

を
記
載
し
た
も

の
で
は

な

い

と

し

て
、
記
載
者
が
便
言
採

集
と
い
う
目
的
意
識

に
拘
泥
遇
ぎ

た
た
め
に
、
却

っ
て

(
5

)

無

意
識
的

に
創
り
出

し
た

「
観
念
的
握
言

」
で
あ
る
と
解
釈
し

て
い
る
。

し
か
し

、
こ
の
説

に
は
、
方
言

の
担

い
手
で
あ
る
.言
語
集
団
に
対
す
る
具
体

的
分

析
が
全
く
閥
却
き
れ
て
い
る
。
言
語
集
団

の
生
活
史
と
集
団
の
生
活
が
営

ま
れ

て
来
た
地
方
乃
至
地
域
に

つ
い
て
の
具
体
的
考
察

が
置
き
去
り
に
き
れ
て

い
る
。
方
言
が
言
語
体
系
を
有
し

、
社
会
習
慣
的
要
素
が
体
系
を
支
え

て
い
る

事
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
特
定

の
言
語
の
、
し
た
が

っ
て
方
言

の
社
会
習
慣
的

要
素
を
支
え
て
来
た
も
の
は
、
そ
し

て
現
に
支

え
て
い
る
も

の
は
、
特

定
の
言

語
崖
団
の
い
ろ
い
ろ
な
意
味

に
お
け
る
生
活
史
及

び
現
在
で
あ
る
。
現
在
に
至

る
言
語
集
団

の
生
活
が
営
ま
れ
て
来
た
特
定

の
地
域
社
会

の
歴
史
及
び
現
在

で

あ
る
。
例

を
、
前

記
の
駿
河
の
事
例
に
限

っ
て
、
天
平
勝

宝
七
年
頃

の
駿
河
の

防
入

の
方
言
状
態
を
支
え

て
い
る
諸
要
因
に

つ
い
て

一
往
考
察

し
よ
う
。
そ
の

当
時

の
政
治

組
織
及
び
そ
の
基
盤
で
あ
る
社

会
組
織
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時

の
律
令
制
古
代
国
家

に
お

い
て
、
日
本
古
代
国
家

の
全
域

が
同

一
等
質

の
諸
條

件

に
置
か
れ
て
い
な
か

っ
た
事
は

、
周
知

の
通
り

で
あ
る
。
殊

に
防
人
を
出
し

た
真
国
地
方
は
、
全
般
的

に
政
治
的

。
社
会
的

・
女
化
的
そ
の
他

に
お

い
て
、

そ
の
後
進
性
が
指
摘

さ
れ

て
い
る
の
み
な
ら
ず

、
同
じ
頁
国
地
方

で
も
地
域
的

に
相
当

の
相
違
が
あ
り

、
そ
の
支
配
形
態
や
家
族

構
成

に
お

い
て
地
域
差
が
あ

っ
た
事
は

、
そ
の
道

の
専
門
家

の
常
識
と
な

っ
て
い
る
。
巨
大
な
古
墳
や
古
墳

群

の
存
在
は
、
そ
の
付
近
に
国
造

・
県
主
が
存
在

し
、
地
方

の
政
治
圏

・
文
化

圏
が
成
立
し

て
い
た
事
を
裏
書

き
し

て
い
る
ば
あ
い
が
多
い
。
律
令
国
家

の
国

府
・
国
分
寺
等

の
所
在
地
も

、前
代

の
巨
大
な

百
墳
や
古
墳
群
の
近
く

に
あ
る
事

が
多
く

、
律
令
国
家
時
代
の
地
万
の
政
治
圏

・
文
化
圏
も

多

く

は
古
墳

時

代

(
6
)

の
政
治
圏

・
交
化
圏
が
土
台
と
な

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
大
化
改
新

に

よ
り

、
大
部
分

は
国
造
は
郡

の
大
領
、
県
主
は
少
領
に
編
成

替
え
さ
れ
た
事

か

ら
も
推
察

で
き
る
。
駿
河

に
は

、
古
墳
時
代

、
珠
流
河

・
盧
原

・
阿
倍
?
の
国

造

、
遠
江

に
は
素
賀

。
榛
原
?
・久
努
。
遠
淡
海

の
国
造
と
岡
津

の

県

主

が

あ

(
7
)

り

、
盧
原
国
造
国

の
中
心
は
現
在

の
静
瞬
市
地
域

に
あ

っ
た
と
思

わ
れ
る
。
更

に
駿

河

・
遠
江
に
は
物
部

・
大
伴

・
秦
等

の
中
央
豪
族

の
部
が

あ
り

、
殊

に
物

部
氏

の
支
配
す
る
部
の
裁

が
圧
倒
的

に
多
く
、
駿
河

・
遠
江
の
界
を
な
す
大
井

川
の
流
域

(
志
田
郡
と
榛
原
郡
と

の
南
北

の
界

)
に
物

部
氏

の
屯
倉
知

多
い
事

(8
)

は
留
意
さ
れ
る
。

つ
ま
り

、
大
井
川
流
域

の
東
北
爾
北

は
物
部
氏
の
政
治
圏

が

成
立
し
お
り

、
し
た
が

っ
て
、
西
部
駿
河
と
東
部
遠
江
と
は
、
国
造
時
代

同

一

の
政
治
圏

・
文
北
圏
内
に
あ

っ
た
と
見

る
事
も
可
能
で
あ
る

。
弥
生
時
代

の
有

名
な
登
呂
遺
跡
が
静
岡
市
高
松

に
あ
る
事

は
、
古
墳
時
代

の
み
な
ら
ず

す
で
に

弥
生
時
代

に
お

い
て
も
静
岡
付
近
を
中
心

と
し

て
文
化
圏
が
成
立
し

て
い
た
事

を
証
す
る
が

、
A

・
D
四
世
紀
頃
と
比
定

さ
れ

て
い
る
静
岡
市
賎
機
山
古
墳
も



そ
の

一
証

で
あ
る
。
こ
の
ほ
ど
ま
で
、
銅
鐸
,の
東
限
は
大
井
川
と
さ
れ
て
い
た

が
、
最
近
静
岡
市
有
東
と
駿

東
那
凍
町
か
ら
系
統
不
明

の
小
銅
鐸
が
出

土
し

て

い
る
。
と

こ
ろ
で
、
遠
江

(
大
井

川
)
を
東
限
と
し

、
浜
名
湖
周
辺
を
中
心
と

す
る
三
遠
式
銅
鐸
は
形
態

・
装
飾

に
特
色
が
あ
り

、
制
作
疇
代

と
出
土
地
が
限

定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
弥
生
時
代
、
遠

江
は
西
部
遠
江
と
東
部
遠
江
と
は
、

出
土
さ
れ
た
弥
生
式
土
器
に
徴
し

て
、
相
違
あ
る
二

つ
の
小
文
化
圏
が
成
立
し

て
い
た
形
跡
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
ほ
ぼ
A

・
D

一
世
紀

か
ら
三
世
紀

の
間

に

駿

河

の

静

岡
平
野
に
行

わ
れ
た
飯
田
式
土
器

・
曲
金
式
土

器
は
、
東
部
遠
江

(
9

4

が
そ
の
西
限

と
さ
れ
て
い
る
。
総
じ

て
、
弥
生
時
代

の
土
器
の
形
式
か
ら
い
え

ば

、
東
部
遠
江
は

、
西
部
遠
江

よ
り
も

西
部
駿
河

に
近
く
、
西
部
駿
河
の
影
響

を
受
け
た
文

化
圏
内

に
あ

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
事

は
、
前
述
し
た
よ

う

に
、
国
造
時
代

(
古
墳
時
代

)
に
大
井
川
流
域

に
南
北
東

西
に
お

い
て
、
物

部
氏

の
屯
倉

が
多

い
事
と
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
も

の
と
思
わ
れ
な
い
事
は
な

い
。
更
に
、
弥
生
時
代

、
三
河

。
遠
江
地
方
は
伊
勢
湾
沿
岸
地
方
と
駿
河
湾
沿

岸
地
方
と
の
文
化

の
接
触
地
楷
で
、
複
雑
多
様

の
弥
生
式
土
器
が
出

現
し

て
い

る
。
た
と
え
ば
、
そ
の

一
っ
で
あ
る
丸
子

(
ま
り

こ
)
式
土

器
の
東
限
は
静
岡

県

で
、
そ
れ
よ
り
以
東

に
は
見

ら
れ
な
い
が
、
そ
こ
よ
り
北

上
し
て
、
同
系
統

の
土
器
が
長
野
県

に
入
り

、
更
に
北
関
東
に
及

ん
で
い
る
形
跡
が
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。

つ
ま
り

、
弥
宅
疇
代

か
ら

の
駿
河

・
遠
江

と
信
濃
と
の
間

に
は

、
文

臣
容

の
上
で
連
絡
が

あ
っ
た
影

跡
が
看
取
さ
れ
る
。

と
す

る

と

、
前

述

の
駿

河

国

防
人

歌

に
現

わ
れ

て
い
る

、
オ

列
音

が

工
列

音

に

な
る

、

0
〉

=e
6
例

・
6

〉

e
5
例

・
6

〉

明e
2
例

(
他

に

鱒e
>

0
1
例

)

の
顕
著
な
方
音
現
象

は
、
こ
の
よ
う
な
現
象
が
現
わ
れ
て
い
る
地
域
の
奈
良
時

代

の
政
治
組
織

・
経
済
機
構

・
行
政
区
画

・
文
化
圏

・
村
落
形
態

。
家
族
構
成

を
老

慮
す
る
事
が
必
要

な
の
は

い
う
ま

で
も
な
い
。
し
か
し
閑
却
し
得

な
い
事

は

、
方
言

に
せ
よ
、
裡
語

に
せ
よ

、
そ
の
特
定

の
言
語
集
団

の
、
い
ろ
い
ろ
な

意
味
に
お
い
て
の
集
団
の
生
活
史

に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

殊
に

、
付
言
し
た

い
事
は
、
奈
良
時
代

の
東
国
方
言

に
お
い
て
は

、
東
国

開
拓

が
前
代

か
ら

の
引
き

つ
づ

い
て
の
大
和
国
家

の
国
家
的
事
業

で
あ
る
事
に
よ

っ

て
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
東
国
地
万
の
後
進
性
と

い
う
事

で
あ
る
。
そ
れ

故

、
前
代

の
政
治
組
織

・
行
政
区
画

。
文
化
圏

・
村
落
形
態

・
家
族
構
成
が
根

強
く
残

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
言

語
の
社

会
習
慣
的
要
素

は
、
言
語
集
団
の

生
活
共

同
体

と
し

て
の
い
ろ
い
ろ
な
意
味

に
お
け
る
生
活
史

に
お

い
て
形
成

さ

れ

て
、
現
在

の
言
語
状
態

(
言
語
体

系
)
を
現
出
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し

た
が

っ
て
、
奈
良
時
代

の
前
代
で
あ
る
古
墳
時
代

(
乃
至
弥
生
時
代
)
の
駿
河

・
遠
江

・
信
濃

の
政
治
圏

・
文

化
圏
も

し
く
は
文
化
の
進

路
を
方
言
区
画
も

し

く
は
方
言
罎
播

の
径
路
と
ほ
ぼ
同

一
で
あ
る
と
假
定
す
る
事

に
よ
っ
て
、
駿
河

防
人
歌
の
顕
著
な
特
色
で
あ
る
オ
列
音
が

工
列
音

に
な
る
事
例

の
説
明
が
可
能

で
あ
る
。
遠

江
で
も
、
前

述
し
た
よ
う
に
西
部
駿
河
と
同

一
文
化
圏
内

に
あ

っ

た
と
推
定
さ
れ
た
東
部
遠
江

の
山
名
郡
の
防
人
歌

に
o
>
・e
1
例

(
他
に
巻
十

四
東
歌

の
遠
江
歌

に
1
例
)
が
あ
り
、

・e
V
6

2
例

(
鹿
玉
郡

・
佐
野
郡
各
1

例

)
も

あ
り
、
ま

た
駿
河

・
遠
江
と
文
化
的
交
渉
が
開
け
て
い
た
ら
し

い
信
濃

に

e
V
6
.1
例
が
あ
る
事
も

合
わ
せ
て
考

慮
に
入

れ
る
と
、
オ
列
音
が

工
列
音

に
な
る
事
は
、
駿
河
や
東
部
遠
江

の
地
域
に
お
い
て
は
、
奈
良
時
代
実
際

に
存

在

し
て
い
江
該
地
域

の
代
表
的
方
言
現
象
で
あ
り

、
ま
た
稀
に
は

工
列
音
が
オ

列
音

に
な
る
現
象
も
実
際
に
存
在

し
た
も

の
と
思

わ
れ
る
。



甲
斐
が
ね
を
さ
や
に
も
貝
し
が
、
け
け
れ
な
く
横

ほ
り

ふ
せ
る
さ
や
の
中

山

(
古
今
和
歌
集

の
東
歌
、

風
俗
歌
等
に
見
え
る
。
)

の

「
け
け
れ
な
く
」
は
、

「
こ
こ
ろ
な
く

」
で
、

「
さ
や
の
中
山
」
あ
た
り
で

は
、

「
こ
こ
ろ
」
を

「
け
η
れ
」
と
実
際

に
発
音
し
て
い
た
と
舅
る
べ
き
で
あ

る
。
と

い
う
の
は
、

「
さ
や
の
中
山
」
は
榛
原
郡

(奈
良
時
代
、
藁
原
郡

)
と

小
笠
郡

(
奈
良
時
代

、
佐
野
郡
)
と
の
郡
境
、
菊
川
と
日
坂
と

の
問

に
あ
る
小

山

で
、
東
部
遠
江
で
も
大
井
川
の
西
六
キ

ロ
足
ら
ず

の
所

で
あ
る
。
し
た
が

っ

て
、
西
部
駿
河
文
化
圏
内

に
あ
っ
た
東
部
遠
江
、
換
言
す

れ
ば
、
大
井
摺
流
域

文
化
圏

に
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
古
ム
,
和
歌
集
の
東
歌

に

「
か
ひ
う
た
」

と
し
て
採
録
さ
れ
た
の
は
、
横
た
わ
っ
て
い
る

「
さ
や

の
中
山
」
の
た
め
に
、

甲
斐

の
国
の
山
が
鼻

え
な

い
事

を
、
残
念

に
思

っ
た
歌

で
あ
る
か
ら
で
、

「
き

や

の
中
山
」
の
南
の
あ
た
り

を
通

る
旅
人
と
し
て
謡

わ
れ
た
地
方

の
民
謡
と
し

て
古
く
か
ら
有
名
で
あ

っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

「
け

け
れ
な
く
」
に
、
そ
の

土
地
の
著
し
い
方
音
を
と
り
入

れ
た

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
バ

ッ
テ
ン
が
長

崎

だ
け
の
、
ダ

ス
が
大
阪
だ
け
の
方
言

で
は
な
い
が
、

バ

ッ
テ
ン
が
長
崎
方
言

を
、
ダ

ス
が
大
阪
方
言

を
代
表
す
る
よ
う
に
、
奈
良
時
代
、
駿
河
及

び
東
部
遠

江

一
樽

で
は
、
オ
列
音
が

工
列
音

に
な
る
方
音
現
象
が
、
方
言
現
象
と
し
て
の

最
も
著
し

い
代
表
的
現
象
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
駿
河
防
入

歌

に
お
け
る
前

述
の
方
言
現
象
を
、
採
録
者

の
方
言
意
識
過
剰
の
結
果
、
生
じ

た

「
観
念
的
裡
言

」
と

い
う
説

は
、
観
念
的
老
察
に
墜

し
た
嫌

い
が
あ
る
と

い

わ
ざ
る
を
得

な
い
。

以
上
述
べ
た
事

を
結
論
的
に
要
約
す

れ
ば
、
お
よ

そ
次
ぎ

の
よ

う

に

な

ろ

,つ
。徴

集

さ
れ
た
防
人
数

と
防
人
歌
進
上
数

と
の
比
較
、
採

録
さ
れ
た
防
人

の
身

分
、
拙

劣
歌

の
意
味
す
る
も

の
、
東
大
寺
調
揺
文
稿

の
東
国
方
言

に
関
す
る
記

事
を
考
察
す

る
事

に
よ
り
到
達
し
た
結
論
は
、
東
国

地
方

の
防
人
の
方
言

・
す

な
わ
ち
東
国
地
方
の

一
般
庶
民

の
方
言

は
、
防
人
歌
や
東
歌

、
常
陸
風
土
記

の

歌
謡
等
に
歌

わ
れ
て

い
る
方
言
状
態
よ
り
も

、
事
実
は
更

に
方
言
的
で
あ
り
、

大
和
地
方

の
都
人
士
に
は
理
解
す
る
事

が
国
難
で
あ
る
ほ
ど
の
方
言
状
態

で
あ

っ
た
。
そ
し

て
、
奈
良
時
代

の
方
言
区
画

を
支
え
て
い
る
政
治
圏

・
文
化
圏
は

前

代
の
古
墳
時
代

の
政
治
圏

・
文
化
圏
と
多
少

の
相
違
は
あ
る
に
せ
よ

。
そ
の

基
盤
に
お

い
て
、
前
代

と
著
し

い
相
違
は
な
い
と
舅

る
事
が

で
き
、
こ
の
政
治

圏

・
文
化
圏
を
ほ
ぼ
方
言
区
画
と
同

「
で
あ
る
と
假
定
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、

駿
河
国
防
人
歌
に
現
わ
れ
て

い
る
、
著
し

い
方
言

現
象

で
あ
る
オ
列
音
が

工
列

音

に
な
る
現
象
は
、
決

し
て

「
観
念
的
哩
言
」
で
は
な
く
て
、
実
際

の
方
言
現

象

を
反
映
し
た
も

の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
奈
良
時
代

の
東
国
方
言

に
お

い
て
、
大
和
地
方
を
申
心
と
す
る
西
部
古
代
語

(
西
部
古
代
方
言
)
と
比

較
し

て
、
相
違
す

る
音
韻

・
語
法

・
語
彙
は
、

一
往
古
代
東
国
方
言

に
お
け
る

方
言

現
象
と
見
て
差
支

え
な
い
と
い
う
事
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
巻

二
十

の
防
人
歌
は

、
現
代

に
例
を
と
れ
ば

、
た
と
え
ば
共
通
語
と
は
著
し
く
相
違
す

る
純
粋
の
方
言

を
日
常
語
と
す

る
人
で
、
共
通
語
を
十
分

に
習
得
し

て
い
な
い

人
が
、
方
言
ま
じ
り
で
作
っ
た
歌

に
類
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

註(1
)
岸
俊
男

「
防
人
考

」
万
葉
集
大
成

11

。
特
殊
研
究

篇
所
収

一
〇
五
ー
六

頁

(
2
)
続
紀

「
天
平
七
年

八
月

乙
未
、勅

日
、
如
聞
、
比
日
大
宰
府
疫
死
者
多

、

思

欲
救
療
疫
気

、
以
済

民
命

、
是
以
奉
幣
彼
部
神

祇

、
為

民

禧

祈

焉

、
又
府
大
寺
及
別
国
諸
寺

、
読
金
剛
般
若
経

、
価
遣
使
賑
給
疫
民

、



井

加
湯
薬

、
叉
其
長
門
以
還
諸
国
守
若
介
、
専
斎
戒

道

饗

祭
祀

、
丙

午

、
大
宰
府
言

、
管
内
諸
国
疫

癒
大
発

、
百
姓
悉
臥

、
今
年
之
問
欲
停

貢
調

、
許
之
。

(3
)
イ
続
紀

「
天
平

八
年
十
月
戊
辰

、
認
日

、
如
聞

、
比
年

大

宰

府
管

諸

国

、
公
事
梢
繁

、
労

役
不
少

、
加
以
去
冬
疫

瘡

、
男
女
惣
困

、
農
事
有

廃

、
宜
免
今
年

田
租

、
令
続
民
命
。

回
続
紀

「
天
平

九
年

四
月
癸
亥

、
大
宰
管
内
諸
国

、
疫

瘡
時
行

、
百
姓

多
死

、
詔
奉
幣
於
部
内
諸
社

、
以
祈
濤
焉

、
叉
賑
甑
貧
疫
之
家

、
井
給

湯
薬
療
乏
。

(4
)
註
①

の
九
五
　
七
頁

(
5
)
浅
貝
徹

「上
代

の
東
国

僅
言
」
「
万
葉
」
第

四
十
号
所
載

(6
)
斎
藤
忠

「
日
本
古
墳
の
研
究
」
三
三
四
ー
六
頁

(7
)
斎
藤
忠

「国
造

に
関
す
る
考
古
学
上
の

一
試
論
」
古
代
史
談
話
会
編
「
古

墳

と
そ
の
時
代
ニ
」
所

収

(8
)
西
岡

・服
部
監
修

「
日
本
歴
史
地
図

」
第
七
図

「主
要
氏
族

の
分

布
と

屯
倉
」

9
)
久
永
春
男

「
東
海

」八

四
ー
六
頁

、
「
日
本
考
古
学
講
座
4
弥
生
文
化
」

そ
の
他

、
恩
借
し
た
主
な
著
由『

論
文

一
、
「
日
太
考
古
学
講
座
5
古
墳
文
化
」

ご
、
「
世
界
老
古
学
大
系
2

日
本
」

「世
界
考
古
学
大
系
3
日
本
」
三

、
「
図
説

日
本
文

化
史
大
系

1

縄
文

・
弥
生

・
古
墳
時
代
」

四

、
「
日
本
文
化
史
大
系

・
第

一
巻

・
原

始
文
化
」

五
、
小
林
行
雄
「
古
墳
の
話

」
六

、
古
代
史
談
話
会
編
「
古
墳

と
そ
の
時
代
一
」

〈
追

記
〉

九
頁
上
段

、
三
節
の
冒
頭

の
東
大
寺
調
揺
文
稿

の
引
用
文
中

の
中

に
見
え
る

「
此
当
国
方
言
、
毛

人
方
言

、
飛
弾
方
言

」
と
あ
る

「
方
言

」
の
意
味
は
、
必

ず

し
も
特
定
言
語

に
お
け

る
地
域
的
分
派

を
指
す
方

言
の
み
を
意
味
す
る
も

の

で
な
い
こ
と
は
、
引
用
文

の
前

後
の
記
述
か
ら
も
推
察

で
き
る
。

の

み

な

ら

ず
、
延
暦

二
十

一
年

十
月

ご
,丁
日
、沙
門
最
澄
上
表
文

「
請
求
法
訳
語
表

一
首

」

(
傳
教

大

師

全

集
、
第

一
巻

二
六
七
頁
)
中

に

「
唐

朝

玄

弊
瞼
葱
嶺
以
尋

一

い

二

師
。
蚊

皆
不
限
年
数
得
業
為

期
。
是
以

、
習
方
言

於
西

域
。
傳
法
蔵
於
東
上
」

レ

ニ

一

レ

レ

ニ

[

二

と
あ
る

こ
と
に
よ
っ
て
も
、
少

な
く
と
も
、
平
安
初
期
前

後

に
お
い
て
は
、
言

語
体
系
を
全
く
異

に
す
る
他
言
語

を
も
含
め

て
方
言

と
称

し
て
い
た
も

の
と

い

う

こ
と
が
で
き
る
。

し
か
る
に
、
ま
た
続
紀
養
老

六
年
四
月

の
条

に

「
征
討
陸

○

○

○
○

○
○
○

奥
蝦
夷

、
大
隅
薩
摩
隼
人
等

。
将
軍
已
下
及
有
功

蝦
夷
井
訳
語
人
、
授
勲
位
」

二

一

と
見
え
、
類
聚
国
史
延
暦
十
八
年

ご
月

の
条

に

「
流
陸
奥
国

新
田
郡
百
姓
弓
削

○
○
○
〇

二

部
虎
麻
呂
、
妻
丈
部
小
広
刀
自
女
等
於
日
向
国

。
久
住
賊
地
能
習
夷
語

、
屡
以

一

二

一

二

一

二

護

語
、
騒
動
夷
俘
心
也
」
と
見

え
、
三
代
実
録
元
慶
五
年
五
月

の
条

に

「
授
陸

一

一
一

一

〇

〇
〇
〇

奥

蝦
夷

訳
語
外
従
八
位
下
物
部
斯
波
連

永
野
外
従
五
位
下
」
と
見

え
、
延
喜
式

○
○

大
蔵
式

に

「
蝦
夷
第

一
等

…
…
俘
囚
外
五
位
…
…
訳
語
人
有
位
」
と
あ
る
。
更

O

に
、
類
聚
国
史
延
暦
十

一
年
七
月

の
条

に

「
夷
爾
散
南
公
阿
破
蘇

」
、
同
十

一

〇
〇

〇
〇

月

の
条

に

「
夷

俘
爾
散
南
公
阿
波
蘇
」

「
蝦
夷
爾
散
南
公
阿
波
蘇

」
と
あ
る
。

以
上

の
事
か
ら

、

「
毛
人
方
言
」
は
、
古
代

日
本
語

の
方
言
で
あ
る

「
東
国
方

言
」

「
飛
弾
方
言

」
と

は
言
語
体
系

を
異

に
す
る
蝦
夷
族

の
言
語

で
あ

っ
た
と

見

る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
な
お
、
同

一
人
を
夷

・
夷
俘

・
蝦
夷
と
呼
ん
で

い
る

こ
と
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。


